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１．本答申の背景及び目的 

  市では平成 13 年４月、市の将来都市像を定めた「基本構想」を策定し、この中

で、価値観が多様化している現代社会においては、様々なまちづくりの課題を解決

していくために、社会を構成するすべてのものが協働して取り組まなければならな

いとして、「市民と行政がともに築くまち」を基本目標の一つに掲げた。 

この基本構想のもと、市は、拡大する公共的ニーズに対し、市民や民間の団体等

と市とが互いに協力し合いながら対応する「協働」の枠組みの積極的な活用を進め

ている。例えば、防災公園や調節池等の整備にあたっては、地元住民を中心とした

街づくり組織を立ち上げ、住民の意見を整備計画に反映させたり、市民の意見を効

率よく集めて市政運営に反映させる「ｅ-モニター制度」を運用したりするなど、

市民が市政に対して意見を表明する機会の拡大に努めてきている。一方では、市民

自らが活動を支援したい市民団体を選んで市民税の１％相当額を支援することの

できる「市民活動団体支援制度」や、ボランティアやＮＰＯ法人の活動をハード面

で支える「ボランティア・ＮＰＯ活動センター」の設置など、市民活動を様々な形

でサポートする取組みも展開している。 

また、公共的な事業を民間の力でまかなうことも「協働」として捉えれば、各種

の社会福祉事業の提供主体はもはや民間が中核であるし、公立保育園、図書館、保

育クラブ(学童保育)といった施設の管理運営も、「指定管理者制度」を活用した民

間事業者への開放を進めている。 

こうした中、いま改めて「協働」のあり方を市が我々市政戦略会議に問いかけた

のには、以下の２つの背景が大きく関係しているものと言える。 

 

(1)行政の負担の増加と軽減の必要性 

  我が国では従来、公共と行政とは同一の領域にあるものと見なされ、公共的なニ

ーズには行政の有する資源で応えるのが一般的であった。そうした中、家庭内(自

助)あるいは地域内(共助)で完結していた問題の発生と解決のプロセスは、核家族

化や少子高齢化の進展によって次第に崩れ、行政が問題解決役を担うようになった。 

  こうした「公共の領域の拡大」に対し、市は、高度成長期にはそれを吸収しうる

ほどの財政力を維持することもできたであろうが、低成長期となった現代において

は、公共の領域の拡大に市の財政力が追いつかなくなってきている。市の多くの施

設が老朽化して更新の時期を迎えていること等も、この問題に拍車をかけている。 

その上、市民の公共に求めるニーズも多様化・細分化してきており、市が有する

｢人｣や｢情報｣などの行政資源だけでは、ニーズへの対応もままならない状況である。 

したがって市がこれ以上、単独あるいは市が中核となって公共サービスを拡大す

ることが困難であることは明白である。行政の守備範囲を見直して、本当に行政で

なければ実施できないことに行政資源を集中させていかなければならないだろう。 
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(2)市民の社会貢献意欲への対応 

  一方で、市民自らが社会や地域の課題の解決に取り組もうという動きが全国的に

目立つようになってきている。 

  例えば、東日本大震災からの復興の過程においては、ＮＰＯ法人等の市民活動団

体や民間事業者が、被災地や被災住民の要望・要求を的確に捉えるのみならず、復

興の一助となることを望む人々の“支援したい”というニーズも巧みに取り込んで、

迅速に支援体制を整えて事業化する活動が目立っており、被災地の復興を草の根的

に後押ししている。 

  東日本大震災からの復興における民間の活動は、行政の力を使うことなく展開し

ているケースが多いが、本市における民間の活動の成功事例の中には、市が人や物

資を提供したり、活動場所を整備して市民活動団体に運営を委託する形を採ったり

するなど、いわゆる「協働」の枠組みにおいて行われているものも多い。 

例としては、街の魅力を高めて来訪する人々を増やし、街を活気付ける取組みを

成功させている事例や、核家族化によって子育ての相談や援助を受ける機会が少な

い乳幼児を持つ母親が、気軽に子育て経験者に相談したり、同じ立場の母親と出会

える場を提供したりすることで、子育ての孤立化防止に大きく貢献している事例が

挙げられる。 

市民活動団体や民間事業者が認識している社会の課題と、市が認識している社会

の課題とが共通である場合、互いに知恵や資源を出し合うことにより、課題解決の

ためのより的確な事業の展開が図られ、市民の多様化・細分化・拡大化するニーズ

の充足に向けて大きく前進することが期待できよう。 

 

 

そこで市政戦略会議では、市の「協働」にかかる現行の体制を踏まえつつ、これ

ら２つの背景を十分に考慮した、本市が取るべきこれからの協働体制の方向性をこ

こに提言する。持続可能な行財政運営のもと、市民と市とが手を取り合って魅力あ

るまちづくりを進めていけるよう、本提言を役立てていただきたいと考えるもので

ある。 

 

なお、本答申においては、特段の断りがない限り、以下のとおり用語の定義を行

うこととする。 

 

「市民等」…市民活動団体、ＮＰＯ法人、民間事業者、個人の市民など、 

協働の相手、公共の新たな担い手となる者。 
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２．本市の協働にかかる制度・体制の現状と課題 

  現在、市における協働にかかる主な制度及び体制には、「市民活動団体支援制度」

をはじめとする５つが存在する。それらの現在の状況と考えられる課題は、それぞ

れ次のとおりである。 

 

(1)市民活動団体支援制度 

【現状】 

  本制度は平成 17 年度に導入されたもので、地域で活動をする団体に対し、個人

市民税納税者が支援したい団体を選び、収めた市民税の１％に相当する額を支援す

るものである。この仕組みにより、納税者の納税意欲を高めるとともに、地域で活

動をする団体の活動を促進することを狙っている。 

  個人市民税の納税者数は平成 22年度(当初予算時)で約 24万人であったが、これ

に対して支援の届出があった人数は 8,344人であり、その割合は 3.5％に過ぎない。

そのうえ、ここ３年は届出人数が減少傾向にある。 

【課題】 

  支援を受けた団体は、その実績を市に報告する義務があり、実績報告書は公開も

されているが、広報など広く市民の目に入る方法でＰＲされているわけではない。

また支援を受けた団体自身による実績報告の取組みも積極的に行われている様子

がない。こうしたことから、制度の趣旨とは裏腹に、支援金の使い道が結果的に不

透明になってしまっている。 

  また、毎年本制度に登録している団体が本制度に依存してしまい、市民活動団体

の自立を妨げている可能性もある。 

 

(2)協働事業提案制度 

【現状】 

  本制度は平成18年度に導入されたもので、市民等が地域の課題を解決するため、

市との協働の取組みを提案するものである。市民活動団体支援制度が金銭的な支援

を行う仕組みであるのに対し、本制度は活動に必要な物資の提供や広報活動の援助、

活動場所の確保などを市が行うものである。なお、活動そのものは提案者が行う点

は両制度とも同じである。 

【課題】 

  平成 18 年度に導入されて以来、市民等からの提案件数は毎年一桁台で、ここ数

年は年間３～５件程度と低調さが目立つ。本制度が市民等に認知されていないこと

や、支援を希望する者は金銭的な支援をいちばんに望む場合が少なくないことも考

えられる。 

また、提案に対して市は採択しない権利を有しているが、提案を採択したとして

も、提案の目的を実現するための具体的な行動計画策定に市が関与することはなく、
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「協働事業」と呼ぶにはいささか不十分な仕組みであることは否めない。 

 

(3)ボランティア･ＮＰＯ活動センター 

【現状】 

  本施設は本八幡に平成 13年度設置され、その後 16年度には行徳にも設置された。

ボランティアやＮＰＯ活動等に関する様々な情報を市民に提供しているほか、会議

スペース、パソコン、印刷機、紙折り機等の設備を設置しており、市民活動の場と

しても利用することができる。年間の利用者数は延べ約 1 万 1 千人である。なお、

センターの運営は本八幡の平日日中の時間帯を除いてＮＰＯ法人等に委託してい

る。 

【課題】 

  本施設は市民活動の作業の場として一定の需要はあるとみられるが、一般の市民

に市民活動への興味を持ってもらえるようにするための仕掛けに乏しく、市民活動

の促進にどの程度貢献しているのかが不明瞭といえる。 

 

(4)アウトソーシング基準 

【現状】 

  平成 16年度に策定された基準であり、市の業務について、「①公でなければでき

ない業務」「②公で行うことが望ましい業務」「③公共サービスであっても民でもで

きる業務」の３つに区分し、②③については民間委託や民営化などのアウトソーシ

ングを進めていこうとするものである。本基準は単に財源の捻出を目的とするもの

ではなく、外注化することによって生じた剰余資産を他の必要な公共サービスに振

り分けたり、外注化による民間の雇用創出を図ったりするなど、様々なメリットを

引き出すことを狙っている。 

【課題】 

  本基準は市の業務のアウトソーシングを行うかどうかを判断するときの材料と

して存在しているのみであって、市の業務を本基準によってスクリーニングし、ア

ウトソーシング対象業務に該当するものを抽出するような仕組みが備わっていな

い。そのため、本基準があっても、積極的にアウトソーシングが進められていると

は考え難く、本基準によるこれまでの成果は不透明である。 

 

(5)指定管理者制度 

【現状】 

平成15年度の地方自治法改正により創設された制度で、公の施設の管理運営を、

民間事業者等を含む団体に行わせることにより、民間の創意工夫を市民サービスの

向上につなげようとするものである。本制度の特徴は、公の施設の指定管理者(管

理運営主体)として民間事業者を含む幅広い団体に門戸を広げていること、条例の

定めにより、指定管理者にも一定の使用許可権限を与えることができることの２点



 

｢市民との協働による行政サービスについて｣答申(案) 

-7- 
 

である。 

本市では平成 16年度以降、本制度を導入する施設が徐々に増え、現在は 11種類

69施設に導入されている。指定管理者による運営が適切であるかどうか、また本制

度の導入が市民サービスの向上につながっているかどうか等を検証するため、管理

運営の状況を毎年度モニタリングしている。 

【課題】 

各施設のモニタリングの状況を見ると、本市における本制度導入施設の運営状況

は概ね良好と判断されている。しかし、本制度導入が直営の場合と比べてどのよう

に有利なのか、また一つの施設において本制度を採用し続けることが適切なのかど

うかといった検証が行われていないようである。すなわち、指定管理者制度といえ

ども市の施設であることにかわりはなく、「アウトソーシング基準」の項で述べた

ように、本制度導入施設も一定の基準に基づくスクリーニング等の検証が必要では

ないか。 

 

 

以上を総合すると、本市における協働にかかる制度・体制の現状と課題は、おお

よそ次のとおりと考える。 

まず、市民等から市へのアプローチによる協働として、その仕組みこそ存在する

ものの、「協働」する範囲は極めて限定的である。「市民活動団体支援制度」「協働

事業提案制度」「ボランティア・ＮＰＯセンター」のいずれにしても、市民等によ

る活動に対し、市は金銭、物資あるいは活動スペース等の行政資源は提供するもの

の、活動内容そのものへの直接的な介入は行わない。これらの制度を利用している

市民等からすれば、それで十分にニーズを満たしてくれているのかもしれないが、

市としても行政資源を提供する以上、自ら認識している課題を解決するために、地

域で活動する市民等との連携を、より戦略的に行うべきである。 

このことは、市が行っている事業についても同様である。市が現在行っている事

業の全てが、直営のまま行われていくことが最善であることはなく、市民活動団体

や民間事業者等が担ったり、共に実施したりするほうが、結果的にはサービスの維

持向上や市の財政負担削減という形で、市民に還元できる事業も少なからず存在す

るはずである。「アウトソーシング基準」や「指定管理者制度」については、そう

した観点での活用が不足しているとみられる。活用の仕方を一から見直すべきであ

る。 

これら５つの制度・体制は、それぞれに存在の意義があり、価値があると考える。

しかし、市が今後、行政でなければ行えない事業に資源を集中させるとともに、民

間の手で公共サービスが提供され、そのことが市民サービスの向上につながってい

くようにするには、現行制度・体制の活用の仕方を見直すとともに、場合によって

はそれらを包括するような仕組みを設けることも必要であると考える。 
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３．本市がとるべき協働体制の方向性 

(1)目指す姿 

  第１章で取り上げた、いま改めて協働を問いかける背景を踏まえ、市がこれから

目指すべき「協働」の枠組みを活用した行財政運営として、次の２点を提言する。 

 

 

①行政規模の適正化 

市がまず取り掛からなければならないことは、逼迫している財政状況を打開する

ことであり、今後、歳入が減少したとしても行財政運営を持続させられる体質に改

善することである。 

「協働」の枠組みが、それを実現するための極めて重要なツールであることは言

うまでもない。市が現在行っている事業の中には、休廃止することが困難だが、直

営ではこれ以上のコスト削減とサービス向上が期待できない事業も少なからず存

在するはずである。こうした事業は民営化したり、事業の実施を市民等が主に担い、

事業の計画や評価・見直しを市が主体となって行うなどの「協働」の枠組みで行っ

たりすべきである。 

こうした取り組みを市の幅広い分野に広げることで、結果的には市の行政規模を

縮小し、行財政運営を取り巻く環境が変化しても動じることのない組織とすること

ができるものと考える。 

 

 

②市民等と市との有機的な連携 

「協働」は、単に市民等と市とが互いの資源を出し合って、一つの取り組みを行

うという形式的な関係であるべきではない。これでは緊張感なく、事業の見直しも

行われることなく事業が続けられ、次第に両者がともに存続することが目的となっ

てしまい、良好な公共サービスを市民に提供する姿勢が失われてしまうことが懸念

されるからである。 

そのため、協働で事業を実施するに当たっては、市民等と市とが共通の目標を持

ち、それぞれの役割と責任に基づいて、対等の立場で連携しながら行動する姿勢が

必要条件であると考える。 

市民等と市とが、風通しの良い関係の中、事業の計画段階からともに参画し、そ

れぞれの考えを擦り合わせながら具体的な行動計画を立てていくことで、良好な公

共サービスの提供が実現できるものと考える。 
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(2)取り組むべき施策 

市は、前項で取り上げた「目指す姿」を十分に認識し、良好な公共サービスを市

民に提供し続けられる行財政運営を確立するため、「協働」の枠組みを有効に活か

した体制を早期に整えるべきである。 

その実現に資するため、『｢公｣と｢民｣との役割分担の見直し』『市民等との情報共

有』『「協働」による新たな課題への対応』の３つを柱とする具体的な取り組みを提

案する。 

 

 

①｢公｣と｢民｣との役割分担の見直し 

  市は、行政でなければ担えない役割、行政が担ったほうが市民にとって望ましい

役割に特化して活動を展開すべきである。また、市民等が担ったほうが市民にとっ

て望ましい役割については、その担い手の育成にも注力すべきである。 

 

 A.既存事業の振り分け 

既存事業のうち、行政でなければ行えない事業とそれ以外とを振り分け、後者に

ついては、原則として協働や民営化など市民等の力の活用に移行するほか、市民に

とって必要性が低いと考えられる事業については廃止する。 

その際、街づくりの観点、あるいは市民の生命や財産の保護の観点等から行政の

関与が求められる分野の事業の場合、事業の計画や実績の評価・見直しにおいては、

市が市民等を束ねながら中心的役割を果たし、事業の実施は民間が中心となって行

う、新しい形の「協働」の枠組みも考えられる。 

   

 B.アウトソーシング基準の強化 

現行のアウトソーシング基準には強制力がない。全事業を同基準でスクリーニン

グしたり、その作業に市民が加わったりすることで強制力と客観性を持たせるとと

もに、業務の一部だけを外注化するような純粋な業務委託だけでなく、事業そのも

のを市民等との協働による実施に積極的に移行するよう、同基準の内容を見直す。 

 

 C.協働意識の啓発と担い手の育成 

協働化を推し進めていくためには、協働による公共の新たな担い手の存在が不可

欠である。そのためには、担い手の育成と市民の協働意識の高揚が必要である。 

例えば、市民等に公共サービスの提供を行うためのフィールドを十分に用意する

ことで、新たな公共の担い手としての経験が積めると同時に、市民の間でも、行政

以外の主体による公共サービスの提供に対する抵抗感を減らし、協働の意識が高揚

することが期待できる。 
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 D.協働の観点からの指定管理者制度の活用 

指定管理者制度を導入している施設については、今後も同制度に基づく施設の管

理運営を続けることが妥当かどうかを十分に検証する。例えば、指定管理者単独で

事業を継続しても、サービスの低下や倒産による事業中断等のリスクが許容される

範囲と見込まれるのであれば、民営化のうえ事業者との間で施設の利活用にかかる

協定を結ぶことなどが考えられる。 

特に、新たな公共の担い手が育成されれば、地域の実情をもっともよく知るその

担い手を指定管理者とし、公の施設の管理運営を任せることで、市民や地域に密着

した新たなサービス展開も期待できる。 

 

 

②市民等との情報共有 

協働を進めていくためには、市民等と市との意識がマッチングしなければ、良い

取り組みを行うことはできない。両者が互いに情報を提供し、共有しようとする姿

勢が必要である。 

 

 A.協働での実施を望む事業の周知 

  市が既存事業を振り分けることによって、協働化に踏み切ろうとする事業が見出

されたとしても、それが実際に協働で実施できるのか、またそうした担い手が存在

するかどうかが不明確な場合も多いと考えられる。市民等の中で同じような課題を

認識し、目標を共有できるような者を見出すため、協働化を検討する事業について

市民等に広く周知することが有効と考える。 

  またその際、市民等に求める知識や技術を開示し、互いの齟齬をなくしてマッチ

ングの確率と精度を上げることが重要である。 

 

 B.市民等の持つ知識・技術・活動状況の把握 

市民等が有する知識や技術を把握することは、市が協働化すべき事業を洗い出し

たり、協働化するための工夫を取り入れたりする際に有効と考えられることから、

市民等から知見を得たり、活動内容を把握したりする機会を設けることが望ましい。

また、こうした機会は市民等と市との距離を縮め、将来的な協働の相手、公共の新

たな担い手の掘り起こしにも寄与すると考える。 

なお、市内の企業でも様々な社会貢献活動が行われていると考えられることから、

そうした活動を把握することも必要である。 

 

 C.市民等の市に対する要望・要求の把握 

｢公｣と｢民｣との役割分担を見直すに当たっては、公から民への流れが中心となる

も、市民等の活動に市が関与することが、市民にとって結果的に望ましくなる場合

や、市が大きな投資をすることなく行政課題の解決を図ることができる場合も考え
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られる。 

市民等が市に対してどのような支援や役割を求めているのか、またどのような目

的で活動を行っているのかを正確に把握し、協働事業として取り組むことが望まし

いと判断すれば積極的な関与を行う。 

現行の「協働事業提案制度」等に関しては、この取り組みに合わせてより戦略性

のある制度に改正することが望ましい。 

 

 

③「協働」による新たな課題への対応 

  今後も、情報通信技術の発達や高齢化のさらなる進展、大規模災害への備えなど、

新たな公共的課題が発生する余地は多く存在している。そうした課題への対応が、

行政でなければ担えない性質のものでない場合は、協働での対応を前提に検討すべ

きである。 

 

 A.新たに発生する公共的課題への協働の枠組みでの対応 

  新たな公共的課題が発生した時、従来であれば行政がどう対応するかを考えてき

たケースが大半だったが、近年ではＮＰＯ法人等による素早い対応が目立ってきて

いる。行政単独で課題解決に取り組もうとするのではなく、市民等との協働の枠組

みの中で解決するほうが、結果的に市民にとって望ましい形になるのであれば、積

極的に協働の枠組みを取り入れていく。 

 

 B.事業の計画策定段階からの市民等の参画 

  新たな課題に対しては、実施主体にかかわらず、あらゆる者の知恵や知識を結集

させることが、解決の近道となりうる。新たな課題に早期に対応するためにも、事

業の計画策定段階から関係する市民等の参画を求め、効果的な対応方法を素早く見

出すことが必要である。 
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(3)協働を進める体制の整備 

協働を効率的に進めていくためには、行政内外の体制整備が必要である。特に、

行政内の横串を通す体制が求められる。 

 

 A. 縦割りの行政組織に横串を通す体制 

協働を進めていく上で最大の課題として懸念されることは、行政組織が縦割りで

あることによって、公共サービスの担い手としての役割を果たしうる市民等の要望

が行政組織内で中途半端に処理されてしまったり、市の事業の実施責任が事実上そ

れぞれの部署に委ねられていることで、複数の部署の協力が必要なケースの多い協

働の取り組みが満足に行われなくなってしまったりすることである。この課題を解

決するため、行政組織に横串を通す体制が望まれる。 

そうした体制の中で、例えば市民等からの協働提案を適切な部署に取り次いだり、

逆に市からの協働提案をこの体制を通して市民等に周知したりすることにより、市

民等と市の部署とのマッチングの精度を高めていく。 

  無論、そうした機能を有する組織を作るために新たに職員を増やすことは避ける

べきであり、既存の組織で対応するか、協働に関係の深い部署の職員によるプロジ

ェクト・チームなどの形が適当である。 

 

 B.あらゆる主体の間をコーディネートする体制 

市を含む各主体間のコミュニケーションを活発化していくことは、新たな公共の

担い手が育成されていくのには必要である。そうすることによって、各主体間で情

報交換が行われ、それぞれの活動の幅が広がっていくとともに、そこに市も参加し

ていれば、市民等が市に対する提案や要望をする際の垣根も低くなる。 

これには、市民等による中間的な組織が設置される手法、あるいは市民等と市と

で構成する協議会を設置する手法等が考えられる。 
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(4)具体的に実行すべき取り組み 

前項までに、本市がとるべき協働体制の方向性について、２つの目指す姿、３つ

の柱からなる具体的取り組み、協働を進める体制の整備として提言したが、財政の

状況等を鑑みると、市は早急に具体的な行動を起こし、財政状況を改善することが

急務である。 

そこで、具体的に市に取り組まれたいことを、次のとおり提言する。 

 

 A.(仮)協働委員会の設置 

  (仮)協働委員会は、協働を効率的かつ確実に進めていくために設置するものであ

る。 

この委員会は、比較的大きな協働事業を対象に、案件に応じて設置され、市民等

と市とが、互いの考えや立場から、またそれぞれを尊重しながら協議を行い、事業

の計画から実施、目標達成に至るまでの責任を共同で持つ。 

メンバーは、市民等のほか、市側は企画部・情報政策部・街づくり部、その他関

係する部の職員が参加する。特に市側の職員には、可能な限り所属長以上の管理職

が加わることが望ましい。そのほうが、事業が迅速に展開されやすいと考えられる

からである。 

また、目標と責任を明確化するため、期限を３～５年程度と定めたプロジェクト

と位置づける。 

(仮)協働委員会の副次的な効果としては、市民等の側は、公共サービスを提供す

る主体としての経験を積むことで、ノウハウの蓄積や信頼の獲得が期待でき、市側

は、市に代わって将来、公共サービスを提供しうる主体を発掘・育成し、行政規模

の適正化や市民サービス向上につなげるチャンスとなりうることが考えられる。 

 

 B.行政規模の適正化に向けた強力な取り組み 

逼迫化しつつある財政状況を改善するためには、一段と強力な手段による改革が

必要である。協働からは一部逸れるが、それでもなお市に対して強力な改革を求め

るものである。 

例えば、毎年度一定額の歳出削減を市が自らに課し、その目標を達成させるため

に、聖域なく全ての事業を見直すべきである。 

そして、その手法として協働の観点から提案するならば、前章において提言した

既存事業の振り分けが考えられる。具体的には、平成 22 年度に市政戦略会議で実

施した事業仕分けの手法と、ある一定の基準によって全ての事業をスクリーニング

する手法が挙げられる。 

事業仕分けは、公開の場において事業の要不要や実施主体等を議論検討する手法

である。第三者による事業の評価を実施するため、行政のしがらみに関わることな

く、客観的な視点から思い切った結論を出すことも可能である。短時間で事業を評
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価することの困難性や公平性などの課題も指摘されているが、そうした課題をクリ

アすることができれば、有効な手段として再び実施する価値はある。 

一方、ある一定の基準によって全ての事業をスクリーニングする手法は、前章で

提言した「協働化を強力に推し進める仕掛けの構築」が該当する。例えば、現行の

アウトソーシング基準も、より厳格に運用をすれば、少なからざる業務がアウトソ

ーシングの対象に該当するのではないかと考える。また、スクリーニングの作業に

何らかの形で市民が参加することも、結果に一定の客観性を持たせることができて

有効である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

｢市民との協働による行政サービスについて｣答申(案) 

-15- 
 

(5)附帯意見 

上記のほか、次の意見が出されたので、今後の取り組みの参考にされたい。 
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４．市川市市政戦略会議委員名簿 

氏名 所属・役職・職業 区分・分野 

栗林 隆 
千葉商科大学商経学部 

教授 
学識経験者 財 政 

田口 安克 公認会計士・税理士 学識経験者 財務･会計 

大矢野 潤 
千葉商科大学政策情報学部 

教授 
学識経験者 政策･情報処理 

秦泉寺 友紀 
和洋女子大学人文学群 

心理･社会学類 准教授 
学識経験者 社会学 

平田 直 
株式会社ちばぎん総合研究所 

専務取締役 
学識経験者 金融経済 

青柳 圭子 
市川市立第一中学校ＰＴＡ 

元副会長 
関係団体推薦 教 育 

青山 真士 市川商工会議所会員 関係団体推薦 地域経済 

加藤 健一 
連合千葉 総武地域協議会 

市川浦安地区連絡会 事務局長 
関係団体推薦 労 働 

田平 和精 市川商工会議所常議員 関係団体推薦 地域経済 

中台 實 市川青色申告会会長 関係団体推薦 税 

福井 茂子 
市川市民生委員児童委員協議会 

元会長 
関係団体推薦 福 祉 

吉原 稔貴 
市川市国際交流協会 

メダン委員会 委員長 
関係団体推薦 国際交流 

小池 信行  公募市民  

鈴木 真理  公募市民  

森 和男  公募市民  
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５．会議の開催状況 

開催日 時間 議題・内容 出席者数 

平成 22年 

10月 1日(金) 
15:00～16:00 諮問 14名 

平成 24年 

3月 22日(木) 
15:30～17:30 概要説明 14名 

平成 24年 

4月 18日(水) 
15:30～17:30 諮問事項の検討 15名 

平成 24年 

5月 16日(火) 
15:30～17:30 諮問事項の検討 12名 

平成 24年 

6月 27日(水) 
15:30～17:30 

諮問事項の検討 

答申骨子案の検討 
 8名 

平成 24年 

7月 18日(水) 
15:30～17:30 答申案の検討  名 

平成 24年 

 月 日( ) 
： ～ ： 答申 － 
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《3～14頁に反映されていない主な意見》 

「使われていないキャンパスが市川市内にはたくさんある。民間の知恵を使って歳

入増を図るのも大きな協働事業であり行政課題の解決ではないか。収入部分も市

民との知恵を入れる、ということも必要だ。」 

 

「短期・長期ごとになにをすべきか、課題、基準、制度、認知度にも触れて、全体

的に見せることがよい。」 

 

「市民のボランティアグループやＮＰＯ法人は市の諸制度は知っていると思う。む

しろこれらの制度が彼らの方針やニーズと合致していなかったと考える。」 

 

「協働における留意点…｢対等性｣｢相互理解｣｢目的共有｣｢関係の公開｣｢変革意識向

上｣｢期間設定｣」 

 

「1％活動団体支援制度の改正。インキュベーション制度としての従来の 1％支援制

度の仕組みは存続させ、1％の予算枠(現状 納税額 1％ 約 3.6 憶円に対して約

2000 万円を活用)の範囲で支援する。市民届け出による支援額の決定ではなく、

審査会の意見に基づき市が決定する。また、従来の 50％の自己資金負担を撤廃し

て 事業の一部、あるいは案件によっては全額を支援する。」 

 

「協働事業審査会の設置。従来の 1％審査会では申請団体の資格要件や申請内容に

ついて書面審査し、最終的な支援金額は市民の届け出によって決定したが、これ

を、協働事業審査会とし、申請団体のヒアリングなども含め、事業内容や収支計

画などの審査とともに、支援金額の内容についても審査して意見書を提出する。」 

 

「定員･組織の削減により、①効率化・外注化・統合化を進めざるを得ない環境をつ

くり、②少数精鋭化を図って生産性向上。」 

 

「指定管理者の評価(モニタリング)は、評価委員会が市民から直接聞く評価と、団

体の自己評価という二本立てで実施。」 

 

「指定管理者の評価(モニタリング)に際し、市民(利用者)の声を評価者が直接聞く

仕組みを設ける。」 


